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夏休みが終わり、学校が始まって数週間が経ちました。暑さもおさまり、過ごしやすい秋の到来で

す。秋には各校いろいろな行事を控えているかと思います。健康に気をつけて充実した秋をすごした

いですね。 
 

 
  現在騒がれている、新型インフルエンザ。 
うがい、手洗い等の奨励をされていることと 
思います。万一新型インフルエンザに 
かかってしまった場合、右のような取り 
扱いになります。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 各学校では、９月末から１０月にかけて学年費・積立金等を対象に中間報告の会計監査を行いま

す。年度当初に立てた計画と変更点がでてきたところについてはこの機会を利用して見直すようにし

ましょう。 
 

 
 夏休み期間を利用して、『扶養・通勤・住居手当実状（確認）届』、『備品整理』にご協力頂きました。

手当の実状に関しては今回提出した状況から変更が生じたら、すぐに管理職、事務職員に連絡をお

願いします。また、備品に関しても適正な管理、教育環境の整備を念頭に整理をお願いします。 
 
 
 
 
 
 

学校事務 

一人一人が感染防止を 

心がけましょう！！ 

＜新型インフルエンザと診断された場合＞ 
 児童・生徒   → 7 日間の自宅待機（その間は出席停

止扱い） 
 県費教職員  →自宅待機・特別休暇（私傷病その他）を

申請する 
 
           →私傷病休暇（病気休暇）を申請する 
 
市費負担臨時職員 →年次有給休暇または欠勤 
 
＜患者と濃厚接触した場合＞ 
 全員、登校・通勤ともに可能。7 日間の健康観察を行う。 
濃厚接触により、登校・通勤を自粛した場合は以下の通り。 
児童・生徒  →出席停止扱い 
 
県費教職員 →年次有給休暇等 
        ※医師による指示があった場合に限り職専免 
   
           →年次有給休暇等 
          ※書面による指示がある場合は特別休暇 

市費負担職員 
（非常勤嘱託含む）  

市費負担職員 
（非常勤嘱託含む） 
 



 

 
 
国家公務員に対して出された人事院給与勧告が発表されました。地方公務員の私たちへの動向が

気になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

～航空運賃として利用できるようになりました～ 
 
 富士山静岡空港の利活用のため、同空港発着便の航空運賃として、    
「健康増進・宿泊施設利用券」が利用できるようになりました。 
（１）対   象・・・組合員が利用した富士山静岡空港発着便の航空運賃 
          （出張での利用は対象外） 
（２）金   額・・・組合員一人当たり最大４，０００円 
（３）請求方法・・・所定の請求書に航空運賃の領収書・搭乗券の半券・ 
           「利用券」を同封の上請求する。 
（４）対象期間・・・平成２１年９月１５日～平成２２年３月２５日までの搭乗分 
 ※詳しくは、各学校の事務職員におたずねください。 
 
 

 
 
話し合いの主な内容 
１ 学校会計の効率化 

学年費と積立金を「学年費」として１冊の通帳にまとめたい 
  小学校の場合６年間を見通して計画を立てたり、予算残額を常に把握していなければならないな

ど、課題はあるが、会計の効率化のため、支部全体として取り組んでいきたい。 
業者支払の銀行振込 
  振込手数料の負担が課題となるが、紛失や盗難といった、「事故」を考えると、是非とも銀行振込

を推進していきたい。 
２ 市費事務員の非常勤化について 

仕事の一層のマニュアル化、「仕事カレンダー」の活用や、 
仕事内容の相互理解が必要だと考える。事務職員・事務員合同 
の共同実施会を活用し、解決策を見つけていきたい。 
３ 学校運営予算の見える化について 

 学校運営予算を把握し、適正かつ効果的に活用するための、 
ＰＤＣＡサイクル作る必要がある。教職員と事務職員が学校財務 
における役割分担と共通理解を図るため、事務処理が容易で、 
内容が良く理解できる会計システムの導入を検討していきたい。 
 

  
＊給与月額の引き下げ、自宅に係る住居手当の廃止 

         ＊期末勤勉（ボーナス）の引き下げ（△0.35 月分） 

            ↑△０．２月分は 6月の期末勤勉手当で調整済 
 

人事院勧告の 

主なポイント 

 


